
                                  令和 2年 7月 

子どもを守るための取組について 
                                 千曲市小中学校校長会 

 

 今年の４月に児童福祉法等の改正法が施行され、家庭での保護者から子どもへの体罰が許されないものと

して法定化されました。ところが新型ウイルスのための休校生活や外出自粛生活が続き、児童虐待に関する相

談対応件数は増加傾向にあります。さらに子どもの生命が脅かされる事件も起きるなど、深刻な状況が続いて

います。子どもたちの「命」と「権利」、 そして「未来」を守るため、社会全体での取組が必要です。 

皆で力を合わせ、大切な子どもたちを守っていきましょう。 

 

１ 学校が取り組むこと                   

（１） 校内での児童生徒の安全を守るための研修等の実施 

・全職員で、虐待の早期発見･早期対応・カウンセリング等についての研修を行います。 

・全職員で、子どもたちが相談しやすい環境を作ります。 

・児童生徒自身が、虐待について学び、身を守ることができるよう学習の機会を作ります。 

（２） 児童生徒について家庭との連携 

・日頃から家庭と連携をとるように心がけ、子どもの小さな変化にも気づけるように努めます。 

・家庭からも悩みを相談しやすい環境を作ります。 

（３） 虐待が疑われると思われたときの対応 

・学校の責務として、虐待が疑われる場合は千曲市および児童相談所への通告が義務づけられてい

ます。（虐待の有無を調査･確認するのは、児童相談所となります。） 

 

２ 家庭へのお願い 

（１） 学校との情報共有 

・どんなことでも、気になることがあれば遠慮なく学校へお知らせください。 

・誰に相談していただいてもかまいません。学校では、学級担任のほか、校長室・職員室（教頭）・ 

保健室（養護教諭）など、いつでも相談できる体制を整えています。 

・ご自分のお子さん以外についても、気になることがあればご相談ください。 

（２） その他 

・学校に相談しにくい場合は、下記の外部相談窓口等を遠慮なくご活用ください。 

 子どもを守るための外部相談窓口 

  ＜千曲市＞ ・家庭児童相談室（子ども未来課内） 026-273-1111（内線 1262か 1263） 

        ・千曲市教育相談センター      026-273-5105 

  ＜長野県＞  児童虐待・DV24時間ホットライン 026-219-2413  

今後も相談窓口の紹介や子どもの人権 SOS ミニレター等の配布を行うなど、困ったときに子ども達

が助けを求められるよう紹介していきます。 

 

 

 

ご心配なこと等ございましたら、いつでも学校にご相談ください。 

一緒に考えていきましょう。 ※裏面の資料もお読みください 

 



 

厚生労働省 「体罰等によらない子育てのために」リーフレット より 


